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差 止 請 求 書  

2 0 1 0 年（ 平 成 22 年 ）年 8 月 2 4 日  

 

〒 1 0 2 - 0 0 7 1  

東 京 都 千 代 田 区 富 士 見 2 - 3 - 11  

ア ッ プ ル ビ ル 6 階  

三 井 ホ ー ム エ ス テ ー ト 株 式 会 社  

 代 表 取 締 役 社 長  米 山  淺 雄  様   

 

〒 10 2 - 0 0 8 5             

東 京 都 千 代 田 区 六 番 町 15 プ ラ ザ エ フ 6 階  

適 格 消 費 者 団 体 ・ 特 定 非 営 利 活 動 法 人  

消 費 者 機 構 日 本  

 理 事 長  芳  賀  唯  史  

      Te l  0 3 - 5 2 1 2 - 3 0 6 6  

      F a x  0 3 - 5 2 1 6 - 6 0 7 7  

               （ 担 当  磯 辺 ）  

  

私 ど も 消 費 者 機 構 日 本（ 以 下「 当 機 構 」と い い ま す 。）は 、

消 費 者 契 約 に 関 す る 調 査 、 研 究 、 事 業 者 へ の 不 当 行 為 の 是
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正 申 し 入 れ 、 消 費 者 へ の 情 報 提 供 等 を 通 じ 、 消 費 者 被 害 の

拡 大 防 止 を 図 る こ と を 目 的 に 、 消 費 者 団 体 及 び 研 究 者 、 弁

護 士 、 司 法 書 士 、 消 費 生 活 相 談 員 な ど 消 費 者 問 題 の 専 門 家

に よ り 構 成 さ れ て い る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 で あ り 、 ま た 、

消 費 者 契 約 法 第 13 条 の 内 閣 総 理 大 臣 の 認 定 を 受 け た 適 格

消 費 者 団 体 で す 。  

   当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し 、 消 費 者 契 約 法 第 41条 1項 の 請 求

と し て 本 差 止 請 求 を 差 し 出 し ま す 。本 書 到 達 後 1週 間 以 内 に

下 記 「 申 し 入 れ の 要 旨 」 の と お り 契 約 条 項 を 是 正 す る こ と

を 求 め ま す 。 つ き ま し て は 、 本 差 止 請 求 に 対 し て 、 本 書 面

到 達 後 １ 週 間 以 内 に 文 書 で の 回 答 を お 願 い い た し ま す 。  

本 書 到 達 か ら １ 週 間 経 過 後 に 、 本 請 求 書 に 従 っ た 貴 社 の

契 約 条 項 に 関 す る 是 正 が な さ れ て い な い 場 合 に は 、 当 機 構

は 貴 社 に 対 し て 差 止 請 求 訴 訟 を 提 訴 す る こ と が で き る こ と

を 念 の た め 申 し 上 げ ま す 。  

な お 、 回 答 の 有 無 及 び 回 答 内 容 は 公 表 す る こ と が あ る

こ と を 申 し 添 え ま す 。  

 

Ⅰ ． 申 し 入 れ の 要 旨  

  貴 社 が 、 消 費 者 と の 間 で 、 建 物 賃 貸 借 契 約 を 締 結 ・ 合
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意 更 新 す る に 際 し 、下 記 内 容 の 意 思 表 示 を 行 わ な い こ と 、

同 意 思 表 示 が 記 載 さ れ た 契 約 書 ひ な 形 が 印 刷 さ れ た 契

約 書 用 紙 を 破 毀 す る こ と 及 び こ れ ら を 社 内 で 周 知・徹 底

さ せ る 措 置 を と る こ と 、 を そ れ ぞ れ 請 求 し ま す 。  

記  

  １  賃 貸 借 契 約 期 間 中 、 貸 室 の 損 傷 原 因 が 賃 貸 人 に あ

る か 賃 借 人 に あ る か 不 明 確 ま た は 判 定 困 難 な 場 合 に

は 、 賃 借 人 が 壁 ・ 天 井 ・ 床 、 玄 関 ド ア の 鍵 等 の 修 繕

費 用 の 全 部 又 は 一 部 を 負 担 す る 。  

 

  ２  賃 借 人 が 後 見 ・ 保 佐 ・ 補 助 開 始 の 審 判 を 受 け た と

き 及 び 破 産 ・ 民 事 再 生 手 続 の 申 立 が あ っ た と き は 、

賃 貸 人 は 催 告 す る こ と な し に 賃 貸 借 契 約 を 解 除 並 び

に 更 新 拒 絶 で き る 。  

 

  ３  賃 貸 借 契 約 終 了 時 、 経 年 変 化 ・ 自 然 損 耗 の 場 合 で

も 、 重 量 物 の 設 置 に よ る 床 材 等 の へ こ み や 冷 蔵 庫 の

後 ろ 等 の 電 気 焼 け 、 基 本 ク リ ー ニ ン グ 代 や カ ー ペ ッ

ト シ ャ ン プ ー 代 等 の 原 状 回 復 費 用 は 、 賃 借 人 の 負 担

と す る 。  
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  ４  賃 貸 借 契 約 の 更 新 に 際 し て は 、 更 新 の 種 類 を 問 わ

ず 、 賃 借 人 は 更 新 料 を 賃 貸 人 に 支 払 う 。  

 

５  賃 貸 借 契 約 の 終 了 な い し 解 除 に よ り 賃 借 物 件 を 明

渡 さ な け れ ば な ら な い と き 、 同 物 件 の 明 渡 し を 遅 滞

し た 場 合 に は 、 賃 借 人 は 、 契 約 終 了 な い し 解 除 の 意

思 表 示 の 到 達 し た 日 の 翌 日 か ら 明 渡 し 完 了 ま で の 期

間 に つ き 、 賃 貸 人 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 に 賃 料 等 相

当 額 の 2 倍 の 金 額 を 加 え た 使 用 損 害 金 を 支 払 う 。  

 

Ⅱ ． 申 し 入 れ の 理 由  

 １ ． 賃 借 人 に 責 任 が な い 場 合 の 修 繕 費 用 を 負 担 さ せ る 条

項 は 無 効 で あ る こ と  

   貴 社 の 建 物 賃 貸 借 契 約 書 （ 2 0 0 8 年 1 0 月 7 日 付 け 当

機 構 の 申 入 れ 書 に 添 付 し た 契 約 書 を 指 し ま す ） に は 、

「 貸 室 の 損 傷 原 因 が 賃 貸 人 に あ る か 賃 借 人 に あ る か 不

明 確 ま た は 判 定 困 難 な 場 合 に は 、（貴 社 の 定 め た 基 準 に

よ り ） 賃 借 人 は 壁 ・ 天 井 ・ 床 、 玄 関 ド ア の 鍵 等 の 修 繕

費 用 を 負 担 す る 」 と の 条 項 （ 第 1 6 条 3 項 ）、「 汚 損 、
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破 損 等 の 原 因 が 通 常 損 耗 、 自 然 損 耗 に よ る 部 分 と 、 賃

借 人 の 故 意 ・ 過 失 に よ る も の が 混 在 す る 場 合 、 又 は 判

定 が 困 難 な 場 合 の 修 繕 ・ 原 状 回 復 費 用 は 本 表 の 負 担 割

合 に よ る 。」 と の 条 項 が あ り ま す （ 別 表 2 の 1）。  

   同 表 で は ， 玄 関 ド ア の 鍵 に つ い て は 全 額 修 繕 費 用 を

賃 借 人 負 担 と し 、ま た 同 表 が 引 用 す る 別 表 2 の 2 で は 、

壁 ・ 天 井 ・ 床 に 関 し て は 賃 借 人 が 賃 借 期 間 に 応 じ て

1 0 0 ％ か ら 1 0 ％ の 修 繕 費 用 負 担 を す る 旨 定 め ら れ て

い ま す 。  

こ の 条 項 は 、 賃 貸 人 が 賃 借 人 の 故 意 や 過 失 （ 善 管 注

意 義 務 違 反 ）を 立 証 す る こ と な く 、「損 傷 原 因 の 所 在 が

不 明 確 」ま た は「 判 定 困 難 の 場 合 」を も っ て 壁 や 天 井 、

床 、 玄 関 ド ア の 鍵 等 の 修 繕 費 用 の 一 部 ま た は 全 部 を 賃

借 人 の 負 担 と 定 め て い ま す が 、 こ れ は 本 来 通 常 損 耗 を

含 め 、 賃 借 人 に 責 任 の あ る 場 合 以 外 の 修 繕 費 用 は 賃 貸

人 の 負 担 と す る 民 法 6 0 6 条 1 項 の 適 用 に 比 べ て 、賃 借

人 の 義 務 を 加 重 す る も の で あ り 、 ま た 通 常 損 耗 分 を 賃

借 人 に 負 担 さ せ る 可 能 性 が 高 い 条 項 で あ り 、 通 常 損 耗

に 関 す る 修 繕 費 は 賃 料 に よ り ま か な わ れ る こ と が 一 般

で あ る こ と を 考 え る と 、 賃 料 の 二 重 負 担 と も い え 、 信
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義 則 に 反 し て 賃 借 人 に 一 方 的 な 不 利 益 を 課 す も の で あ

る の で 、 消 費 者 契 約 法 第 1 0 条 に 反 し 、 無 効 で あ り ま

す 。  

   そ こ で 、 当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し 、 本 条 項 は 消 費 者 契

約 法 第 1 0 条 に 反 す る と し て 削 除 を 申 し 入 れ ま す 。  

 

 ２ ． 賃 貸 借 契 約 の 解 除 事 由 が 無 効 で あ る こ と   

貴 社 の 建 物 賃 貸 借 契 約 書 に は 、「 賃 借 人 が 後 見 ・ 保

佐 ・ 補 助 開 始 の 審 判 を 受 け た と き 、 ま た 、 破 産 ・ 民 事

再 生 の 申 立 を 行 っ た と き は 、 賃 貸 人 は 催 告 す る こ と な

し に 賃 貸 借 契 約 を 解 除 並 び に 更 新 拒 絶 で き る 等 」 の 条

項 が あ り ま す （ 第 2 1 条 （ 3））。  

賃 借 人 に 後 見 ・ 保 佐 ・ 補 助 開 始 の 審 判 が あ り 、 賃 借

人 が 制 限 行 為 能 力 者 と な っ た と し て も 、 あ る い は 賃 借

人 に 破 産 ・ 民 事 再 生 手 続 き の 申 立 が あ っ た と し て も 、

そ れ 自 体 に よ り 、 直 ち に 賃 料 不 払 い や 用 法 違 反 の 事 態

が 生 ず る も の で は あ り ま せ ん 。  

そ れ ら 理 由 を も っ て 賃 貸 借 契 約 を 解 除 す る こ と は 、

民 法 第 5 4 1 条（ 履 行 遅 滞 等 に よ る 解 除 権 ）や 同 法 第 5 4 3

条 ( 履 行 不 能 に よ る 解 除 権 ) に 規 定 さ れ た 以 外 の 賃 借 人
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に 不 利 な 解 除 事 由 を 作 り 出 し て い る も の で 、 消 費 者 の

義 務 を 加 重 し 、 ま た 賃 借 人 の 生 活 基 盤 で あ る 住 ま い を

実 質 的 に 奪 う お そ れ の あ る 条 項 で あ る こ と か ら 、 信 義

則 に 反 し て 賃 借 人 を 一 方 的 に 不 利 益 に す る も の で あ る

と い え 、 消 費 者 契 約 法 第 1 0 条 に よ り 無 効 で す 。  

そ こ で 、 当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し 、 上 記 事 由 の 発 生 を

も っ て 、 無 催 告 解 除 で き る と す る 条 項 は 、 消 費 者 契 約

法 第 1 0 条 に 反 す る と し て 削 除 を 申 し 入 れ ま す 。  

 

 ３ ． 通 常 損 耗 等 の 原 状 回 復 費 用 を 賃 借 人 が 負 担 と す る 条

項 は 無 効 で あ る こ と  

貴 社 の 建 物 賃 貸 借 契 約 書 に は 、「 賃 貸 借 契 約 終 了 時 、

経 年 変 化 ・ 自 然 損 耗 の 場 合 で も 、 重 量 物 の 設 置 に よ る

床 材 等 の へ こ み や 冷 蔵 庫 の 後 ろ 等 の 電 気 焼 け 、 基 本 ク

リ ー ニ ン グ 代 や カ ー ペ ッ ト シ ャ ン プ ー 代 等 の 原 状 回 復

費 用 は 、賃 借 人 の 負 担 と す る 」旨 の 定 め が あ り ま す（ 別

表 1、 別 表 3）。  

   し か し 、 民 法 上 、 賃 貸 借 契 約 の 終 了 に 際 し て は 、 賃

借 人 は 貸 室 を 現 状 の ま ま 賃 貸 人 に 返 還 す れ ば よ い （ 民

法 第 4 8 3 条 ） と さ れ て い ま す 。 そ の 場 合 、 貸 室 の 使 用
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に 賃 借 人 の 故 意 ・ 過 失 に よ る 汚 損 ・ 破 損 が あ れ ば 、 賃

借 人 が そ の 費 用 を 負 担 し ま す が 、 経 年 変 化 等 に よ る 汚

損 等 で あ れ ば 、 賃 貸 人 が 負 担 す る の が 原 則 で す 。  

   経 年 変 化 等 の 場 合 の 原 状 回 復 費 用 を 賃 借 人 の 負 担 と

す る 条 項 は 、 こ の よ う な 費 用 は 民 法 で は 賃 料 で ま か な

わ れ る と 考 え ら れ て い る こ と か ら 賃 借 人 の 義 務 を 加 重

す る も の と い え 、 ま た 賃 借 人 に 賃 料 の 二 重 負 担 を さ せ

る と い う 意 味 で ， 信 義 則 に 反 し て 賃 借 人 に 一 方 的 に 不

利 益 を 課 す る も の で 、 消 費 者 契 約 法 第 1 0 条 に 反 し 、

無 効 と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。  

そ こ で 、 当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し 、 本 条 項 は 消 費 者 契

約 法 第 1 0 条 に 反 し 、 無 効 で あ る と し て 削 除 を 申 し 入

れ ま す 。  

 

４ ．更 新 料 の 支 払 合 意 は 消 費 者 契 約 法 第 10 条 に 反 し 、無

効 で あ る こ と  

貴 社 の 建 物 賃 貸 借 契 約 書 に は 、「本 契 約 の 更 新 に 際 し

て は 、 更 新 の 種 類 を 問 わ ず 、 賃 借 人 は 更 新 料 を 支 払 わ

な け れ ば な ら な い 」 旨 の 定 め が あ り ま す （ 第 ７ 条 ）。  

民 法 第 6 0 1 条 に よ れ ば 、賃 借 人 が 賃 料 以 外 の 金 銭 支
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払 義 務 を 負 担 す る こ と は 、 賃 貸 借 契 約 の 基 本 的 内 容 に

含 ま れ な い も の で あ り 、 更 新 料 の 支 払 合 意 は 賃 借 人 の

義 務 を 加 重 す る も の と い え 、 ま た 更 新 料 は そ の 支 払 い

根 拠 に つ い て 合 理 的 な 理 由 付 け を な し え な い に も か か

わ ら ず 、賃 借 人 に 多 額 の 金 銭 負 担 を さ せ る も の で あ り 、

信 義 則 に 反 し て 消 費 者 の 利 益 を 一 方 的 に 害 す る も の と

い う こ と が で き 、 更 新 料 の 支 払 合 意 は 消 費 者 契 約 法 第

1 0 条 に 反 し 、 無 効 で あ る と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。  

と く に 法 定 更 新 の 場 合 、借 地 借 家 法 第 2 6 条 1 項 は 、

期 間 の 定 め の あ る 賃 貸 借 契 約 に お い て ， 契 約 当 事 者 が

期 間 満 了 の 6 ヶ 月 前 ま で に 更 新 拒 否 等 の 通 知 を 行 わ な

か っ た 場 合 は 、 従 前 の 契 約 内 容 と 同 一 条 件 で 更 新 し た

も の と み な す と し て い ま す 。 同 条 2 項 は 賃 貸 人 が 更 新

拒 絶 の 通 知 を 行 っ た と し て も ， 賃 借 人 が 建 物 を 使 用 継

続 し て い る と き は 、 賃 貸 人 が 遅 滞 な く 異 議 を 述 べ な か

っ た 場 合 は 更 新 す る 旨 を 規 定 し て い ま す 。 さ ら に 借 地

借 家 法 第 2 8 条 で は ， 更 新 拒 絶 の 申 し 入 れ は ， 正 当 な

理 由 が な け れ ば で き な い 旨 定 め て い ま す 。 建 物 賃 貸 借

に お い て は 賃 貸 人 が 賃 貸 を 目 的 に 建 物 を 建 築 、 購 入 す

る こ と を 考 え る と 、 明 け 渡 し を 正 当 化 す る 理 由 は ほ と
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ん ど 見 い だ し 得 な い も の と 考 え ら れ ま す 。  

こ の よ う な 法 定 更 新 に お い て 、 更 新 料 を 支 払 わ せ る

条 項 は 、 賃 借 人 に は 賃 料 債 務 の 他 に 金 銭 支 払 義 務 を 定

め て い な い 民 法 の 賃 貸 借 契 約 に お け る 任 意 規 定 と 比 較

し て 賃 借 人 の 義 務 を 加 重 す る も の と い え 、 さ ら に 借 地

借 家 法 上 は 更 新 料 の 支 払 い を し な く て も 更 新 で き る の

に ， こ れ の 支 払 い を 義 務 付 け る も の で あ る の で 賃 借 人

の 不 利 益 は 著 し く ， 信 義 則 に 反 す る 程 度 に 賃 借 人 に 一

方 的 不 利 益 を 課 す も の と い え ま す 。  

こ の 意 味 で と り わ け 消 費 者 契 約 法 第 1 0 条 に 違 反 す

る も の と い え ま す 。  

そ こ で 、 当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し 、 本 条 項 は 消 費 者 契

約 法 第 1 0 条 に 反 し 、 無 効 で あ る と し て 削 除 を 申 し 入

れ ま す 。  

 

 ５ ． 明 渡 し 遅 延 に よ る 使 用 損 害 金 の 合 意 は 無 効 で あ る こ

と  

   貴 社 の 建 物 賃 貸 借 契 約 書 に は 、「賃 貸 借 契 約 の 終 了 な

い し 解 除 に よ り 賃 借 物 件 を 明 渡 さ な け れ ば な ら な い と

き 、 同 物 件 の 明 渡 し を 遅 滞 し た 場 合 に は 、 賃 借 人 は 、
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契 約 終 了 な い し 解 除 の 意 思 表 示 の 到 達 し た 日 の 翌 日 か

ら 明 渡 し 完 了 ま で の 期 間 に つ き 、 賃 貸 人 に 生 じ た 実 際

の 損 害 額 に 賃 料 等 相 当 額 の 2 倍 の 金 額 を 加 え た 使 用 損

害 金 を 支 払 う 。」 旨 の 条 項 が あ り ま す （ 第 2 5 条 ）。  

   上 記 条 項 に つ き 、 賃 貸 借 契 約 の 終 了 な い し 解 除 に 基

づ く 目 的 物 返 還 義 務 の 履 行 遅 滞 が 生 じ た 場 合 に は 、 そ

の 義 務 不 履 行 に よ り 損 害 を 被 っ た 者 が 損 害 賠 償 請 求 で

き る の は 、 民 法 第 4 1 6 条 に よ れ ば 、 通 常 生 ず べ き 損 害

だ け で あ り 、 賃 貸 借 契 約 の 場 合 、 そ れ は 原 則 の 場 合 、

賃 料 相 当 損 害 金 に な る と 考 え ら れ ま す 。 そ れ に も か か

わ ら ず 常 に 賃 借 人 が 賃 貸 人 に 生 じ た 損 害 を 賠 償 し た 上

に 、 別 途 賃 料 の 倍 額 を 損 害 金 と し て 請 求 し う る と す る

上 記 条 項 は 、民 法 第 4 1 6 条 の 任 意 規 定 の 適 用 の 場 合 に

比 べ て 消 費 者 の 義 務 を 加 重 す る も の で あ り 、 賃 借 人 に

本 来 の 損 害 賠 償 義 務 に 加 え 、 賃 料 の 倍 額 を 負 担 さ せ る

も の で あ る こ と か ら 信 義 則 に 反 し て 消 費 者 の 利 益 を 一

方 的 に 害 す る も の で 、 消 費 者 契 約 第 1 0 条 に よ り 無 効

で あ る と 考 え ま す 。  

そ こ で 、 当 機 構 は 、 本 差 止 請 求 書 を も っ て 貴 社 に 対

し 、上 記 条 項 は 消 費 者 契 約 法 第 1 0 条 に 反 し 、無 効 で あ
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る と し て 削 除 を 申 し 入 れ ま す 。  

 

６ ． 改 定 賃 貸 借 契 約 書 の 実 施 の 実 質 的 な 拒 否 に 当 る こ と に

つ い て  

１ ） 貴 社 は 、 従 前 当 機 構 の 申 し 入 れ 事 項 1 乃 至 3 を 概

ね 受 け 入 れ て 、 賃 貸 借 契 約 書 を 見 直 す 旨 、 2 0 0 8 年

1 2 月 1 5 日 付 の 回 答 書 を 提 出 し ま し た 。  

 ２ ） し か し な が ら 、 改 定 賃 貸 借 契 約 書 の 使 用 開 始 時 期

に つ い て 、 貴 社 が 当 初 に 回 答 し て き た 時 期 （ 2 0 0 9

年 4 月 頃 ） を 1 年 以 上 経 過 し た 現 在 に 至 る ま で 、 貴

社 は 一 向 に 改 定 賃 貸 借 契 約 書 の 使 用 を 開 始 せ ず 当 機

構 が 申 し 入 れ 対 象 と し た 賃 貸 借 契 約 書 を 貴 社 は 現 在

も 継 続 使 用 し て い ま す が 、 こ れ は 貴 社 が 違 法 な 契 約

条 項 を 使 用 し て い る こ と を 意 味 す る も の で あ り 、 実

質 的 に は 是 正 を 拒 否 し た も の と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。 

 ３ ） な お 、 貴 社 に お い て 、 本 差 止 請 求 書 に 記 載 の 申 入

れ 事 項 に 関 し 、 改 定 さ れ て い る 事 実 が あ る の で あ れ

ば 、 そ の 旨 改 定 さ れ た 賃 貸 借 契 約 書 を 添 え て 回 答 を

願 い ま す 。 貴 社 よ り 改 定 の ご 連 絡 が な い 場 合 は 、 改

定 が な い も の と み な し て 、 事 後 の 手 続 き を 進 め る こ
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と を 通 告 し ま す 。  

 

７ ． 結 論  

   以 上 の 理 由 で あ る か ら 、 当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し て 、

申 し 入 れ の 要 旨 に 記 載 し た 措 置 を と る こ と を 請 求 す る

も の で す 。な お 、本 書 は 消 費 者 契 約 法 第 4 1 条 1 項 に 基

づ く 差 止 請 求 で す の で 、本 書 到 達 か ら １ 週 間 経 過 後 に 、

本 書 に 従 っ た 契 約 条 項 の 訂 正 が な い 場 合 に は 、 下 記 裁

判 所 に 提 訴 す る 予 定 で あ る こ と を 申 し 述 べ ま す 。  

 

Ⅲ ． 訴 え を 提 起 す る 予 定 の 裁 判 所  

  東 京 地 方 裁 判 所  


